
事業実施期間 :平成30年11月～12月

の薬剤師
おためし訪問

の薬剤師
おためし訪問
を利用してみませんか??

平成30年度「患者のための薬局ビジョン推進事業」 （厚生労働省・長野県委託事業）

薬が
ゴチャゴチャ
してしまう…

薬が余って
しまう… 飲み忘れて

しまう…

でも薬局に
行けない

飲みにくい…

お薬の管理などにお困りの方がいらっしゃいましたら、
お薬の袋に記載の薬剤師・薬局にお声かけください。

※本事業の詳細につきましては、お薬の袋に記載の薬剤師・薬局にお尋ねください。
※本事業の実施期間は、平成30年11月～12月です。
※本事業による訪問は、医療保険・介護保険の枠外で実施しますので、訪問に関する患者さまの自己負担はありません。

長野県薬剤師会一　　般
社団法人

〒390-0802 長野県松本市旭２丁目10番15号
TEL：0263-34-5511　FAX：0263-34-0075
E-mail:pinfo@naganokenyaku.or.jp
http://www.naganokenyaku.or.jp/
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